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教育長に対する事務委任規則の一部改正について   

 

教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則を次のように定めることについて、

教育委員会の審議に付する。 
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教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則 

 

教育長に対する事務委任規則（昭和３１年教委規則第４号）の一部を次のように改正

する。 

第１条第９号中「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年

法律第１８２号）第１３条第３項の規定による」を削る。 

第３条第２項中「会議」を「定例会」に改める。 

第４条各号列記以外の部分中「委員会」を「教育委員会」に改め、同条第１号中「年

度の最初に招集される定例的な会議及び当該年度の適当な中間的な時期に招集される会議

並びに当該施策が終了した後最初に招集される会議」を「適当な時期に招集される会議」

に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



 

教育長に対する事務委任規則新旧対照表 

現    行 改  正  後 

第１条   ［略］ 第１条   ［略］ 

（1）～（8）   ［略］ （1）～（8）   ［略］ 

（9） 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律（昭和３８年法律第１８２

号）第１３条第３項の規定による教科用図

書の採択に関すること。 

（9） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 教科用図

書の採択に関すること。 

（10）～（12）   ［略］ （10）～（12）   ［略］ 

第２条   ［略］ 第２条   ［略］ 

第３条   ［略］ 第３条   ［略］ 

２ 教育長は、前項の規定により臨時に代理し

たときは、これを次の教育委員会の会議＿に

報告し、その承認を求めなければならない。 

２ 教育長は、前項の規定により臨時に代理し

たときは、これを次の教育委員会の定例会に

報告し、その承認を求めなければならない。 

第４条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管

理及び執行の状況について、当該各号に定め

る委員会＿＿の会議において報告しなければ

ならない。 

第４条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管

理及び執行の状況について、当該各号に定め

る教育委員会の会議において報告しなければ

ならない。 

（1） 法第１条の３第１項の大綱に基づいて教

育委員会が重点的に講ずるものと定めた施

策の実施に関する事務 年度の最初に招集

される定例的な会議及び当該年度の適当な

中間的な時期に招集される会議並びに当該

施策が終了した後最初に招集される会議 

（1） 法第１条の３第１項の大綱に基づいて教

育委員会が重点的に講ずるものと定めた施

策の実施に関する事務 適当な時期に招集

される会議＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（2）～（4）   ［略］ （2）～（4）   ［略］ 

  

  

 


